
１２ 設計変更

ＩＣＴ活用工事の積算は、『ICT活用工事（土工）積算要領』に基づき積算を実施します。

「設計変更の対象とする項目」

◆ＩＣＴ建設機械施工の積算は、施工パッケージによる積算基準の土工（ＩＣＴ）及び法面整形工（ＩＣＴ）によります。

◆ＩＣＴ建設機械経費として、建設機械に取り付ける各種機器及び基準局、管理局の賃貸費用を加算します。

◆その他ＩＣＴ建設機械経費として、以下の各経費を共通仮設費の技術管理費に計上します。

①保守点検に要する費用
②システム初期費
・ＩＣＴ施工用機器の賃貸業者が行う施工者への取り扱い説明に要する費用
・システムの初期費用等、貸出に要する全ての費用
③ ３次元起工測量・３次元設計データの作成費用
・当初発注図面が２次元データのため，「３次元起工測量」「３次元設計データ作成」に要する費用を，見積り
により必要額を計上します。

「間接費に含まれる費用」

◆３次元出来形管理等の施工管理及び３次元データの納品にかかる経費
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１３ 電子成果品の作成
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ICTの成果については通常の電子納品成果と分けて提出

通常 電子成果

ICT 電子成果

ＩＣＴ施工



１４ 検査
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１４ 検査

１４－１．書面検査
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１４ 検査

１４－１．書面検査
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１４ 検査

１４－１．書面検査
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出来形管理や数量算出の結果等の工事書類（電子納品）が「工事完成図書の電子納品等要領」で定める「ICON」
フォルダ（別CD-R,DVD-R等に保存）に格納されていることを確認します。



１４ 検査

１４－２．実地検査
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１４ 検査

１４－２．実地検査
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１４ 検査

１４－２．実地検査
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１４ 検査

１４－２．実地検査
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１４ 検査

１４－３．工事成績評定
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１４ 検査

１４－３．工事成績評定
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１４ 検査

１４－３．工事成績評定

ＩＣＴ活用工事を実施した場合の評定内容の概要

・ＩＣＴ活用施工を実施した場合、創意工夫における「情報化施工技術（一般化推進技術、実用化検討技術及び確認段
階技術に限る）を活用した工事」において加点（２点）します。
・ＩＣＴ活用施工を途中で中止した工事(ＩＣＴ建機による施工を中止した工事)については，加点対象としません。

・施工承諾によりＩＣＴ活用工事（情報化施工）を実施した工事についても、本項目で加点します。
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